
令和７年５月２３日時点

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称;盛土規制法)が５月 23日に運用開始されます。
既に工事等に「着手」し、施行日以降も工事中の盛土等は、令和７年５月 23日から

令和７年 6 月 13日までに盛土等に関する届出書の提出が必要です。

令和７年５月２３日時点で

工事中の盛土等は届出が必要です

提出先・問合せ先             
  長崎県土木部盛土対策室 ０９５８９４３１３３ 〒８５０８５７０ 長崎市尾上町３１

届出等に関する情報は盛土対策室ホームページに掲載しています。

https://www.pref.nagasaki.jp/section/morido/ 「長崎県」「盛土対策室」
問合せフォーム

届出が必要となる盛土等



工事現場において設計図書と照合して行う最初の土地の形質変更

（根切り工事等）又は土石の堆積を行うことを言います。

宅地造成に関する工事の届出書(様式：省令第十五)

又は土石の堆積に関する工事の届出書(様式：省令第十六） を提出してください

着手とは？

工事規模が次に示す規模に該当する場合、
届出書に図面等を添付してください。

【宅地造成・特定盛土等の場合】
① 盛土で高さ２ｍ超の崖を生ずるもの
② 切土で高さ５ｍ超の崖を生ずるもの
③ 盛土と切土を同時に行って、高さ５ｍ超の崖を生ずるときの当該盛土及び切土（①、②を除く）
④ 盛土で高さ５ｍ超（①、③を除く）
⑤ 盛土又は切土の面積 3,000 ㎡超（①～④を除く）
【土石等の堆積の場合】
① 堆積の高さ５ｍ超かつ面積 1,500 ㎡超
② 堆積の面積 3,000 ㎡超（①を除く）

【添付する図面・書類】


